保育所の設置認可の審査基準
　児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３５条第４項の保育所の設置認可については、この基準の定めるところによる。

１　大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年大阪府条例第１０３号）、「保育所の設置認可等について」（平成１２年３月３０日児発第２９５号厚生省児童家庭局長通知）及び「「保育所の設置認可等について」の取扱いについて」（平成１２年３月３０日児保第１０号厚生省児童家庭局保育課長通知）に掲げる要件を満たしていること。
２　小規模保育所を設置しようとするときは、１の要件に加え、「小規模保育所の設置認可等について」（平成１２年３月３０日児発第２９６号厚生省児童家庭局長通知）及び「「小規模保育所の設置認可等について」の取扱いについて」（平成１２年３月３０日児保第１１号厚生省児童家庭局保育課長通知）に掲げる要件を満たしていること。
３　夜間保育所を設置しようとするときは、１の要件に加え、「夜間保育所の設置認可等について」（平成１２年３月３０日児発第２９８号厚生省児童家庭局長通知）及び「夜間保育所の設置認可等の取扱いについて」（平成１２年３月３０日児保第１５号厚生省児童家庭局保育課長通知）に掲げる要件を満たしていること。
４　不動産の貸与を受けて保育所を設置しようとするときは、１から３までの要件に加えて、「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について」（平成１６年５月２４日雇児発第０５２４００２号・社援発第０５２４００８号厚生労働省雇用均等・児童家庭・社会・援護局長連名通知）に掲げる要件を満たしていること。
